
 

 

平 成 ２ ８ 年 ３ 月 定 例 会 提 出 案 件 

 

  

【３月７日提出案件】 

 

［条  例…６件］  

 

市議案第５６号 
  豊中市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を

改正する条例の設定について 

 

   指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成２８年厚生労働

省令第１４号。平成２８年２月５日公布）による指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に

関する基準の一部改正に伴い，地域密着型通所介護に係る基準を定めるとともに，その他所要の規定

を改正するもの                         

 

   施行日 平成２８年４月１日 

 

市議案第５７号 
  豊中市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正

する条例の設定について 

                       

   指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成２８年厚生労働

省令第１４号。平成２８年２月５日公布）による指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関す

る基準の一部改正に伴い，療養通所介護に係る基準を削除するとともに，その他所要の規定を改正す

るもの 

 

   施行日 平成２８年４月１日 

 

市議案第５８号 
  豊中市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の設定につ

いて  

 

   指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成２８年厚生労働

省令第１４号。平成２８年２月５日公布）による介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成２７

年厚生労働省令第４号）附則第４条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第５条によ

る改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い，所要の規定を整備するもの

          

施行日 平成２８年４月１日 

 

市議案第５９号 
  豊中市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正す

る条例の設定について 

 

   指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成２８年厚生労働

省令第１４号。平成２８年２月５日公布）による指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準の一部改正に伴い，介護予防認知症対応型通所介護に係る運営に関する基準その他所要の規定を



改正するもの       

 

   施行日 平成２８年４月１日 

 

市議案第６０号 
 豊中市指定障害福祉サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例

の設定について  

 

   指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成２８年厚生労働

省令第１４号。平成２８年２月５日公布）による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い，所要の規定を整

備するもの 

 

  施行日 平成２８年４月１日 

 

市議案第６１号 
 豊中市介護保険条例の一部を改正する条例の設定について 

  

  指定地域密着型サービス事業者の指定と指定介護予防サービス事業者の指定の同時申請等に係る手

数料の額を定めるもの  

 

           （区 分）           （金 額）                       

（１） 指定地域密着型サービス事業者（事業         35,000円 

所の所在地が市内の場合に限る。）の 

指定の申請と同時に指定介護予防サー 

ビス事業者の指定の申請をしようとす 

る者 

 

（２）指定地域密着型サービス事業者（事業        10,000円 

所の所在地が市内の場合に限る。）の 

指定の更新の申請と同時に指定介護予 

防サービス事業者の指定の更新の申請 

をしようとする者 

 

施行日 平成２８年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


